
講習受講にあたっての注意事項 

 

次の事項、及び、各講習の「開催要領」についても、あらかじめご了承ください。 

 

１ 時間厳守でご参加ください。 

赤十字の講習は、定められたプログラムに沿って、規定の時間で実施するので、遅

刻又は早退された場合には、受講できません。全日程を受講された場合にのみ、受講

証を交付します。 

 

 

２ 検定合格者には、認定証が交付されます。 

全日程を受講された方を対象に、学科と実技の検定を行い、学科・実技ともに80 

点以上（100点満点）を獲得された方に、認定証を後日交付します。どちらかが80 点

未満であれば、不合格となります。認定証の有効期間は５年間です。（遅刻又は早退

された場合は、検定の受験はできません。） 

 

 

３ 赤十字の講習は、実技主体です。 

限られた日程の中で、定められた指導要綱に従って、指導員が指導を行います。 

学科は、主に一人の指導員が座学で進行します。実技では、受講者約10 人に一人

の割合で指導員が対応します。受講者が二人一組になって、傷病者役と手当実施役を

交互で担当することになりますが、その時々に応じて組み合わせとなり、また、受講

人数等により異性との組み合わせになることもありますのでご了承ください。 

特定の受講者だけに細部にわたって指導することは困難ですので、予習・復習によ

り、ご自分でも勉強することを実践してください。 

なお、講習会場で騒いだり、講習の進行を妨げた場合は、退席をお願いすることが

ありますので、あらかじめご了承ください。 

また、例えば、救急法基礎講習では胸骨圧迫、救急員養成講習では傷病者搬送な

ど、力の必要な実技がありますので、ご自分の体力等を考慮し、自己責任で受講して

ください。 

妊婦の方は、胎児への影響を考えて医師にご相談の上ご参加ください。 

 

 

４ 動き易い服装で受講してください。 

赤十字の講習は実技主体のため、下を向いたり、寝転んだり、また、傷病者役にも

なることから、動き易い服装でご参加ください。実技演習を実施されない場合は、受

講証や認定証の発行はできません。特に、スカート姿での受講はご遠慮ください。 

 

 

５ 自然災害等により講習開催を中止することもあります。 

受講者の安全確保の為、自然災害や感染症等の流行により、急遽、講習開催を中止

することもあります。 

 

 

＊不明なことがあれば、申込み前にお問い合わせください。 

 

問い合せ先：多可赤十字病院 医療社会事業課  

Tel：0795-32-3810 Fax：0795-32-5277 

〒679-1114 多可郡多可町中区岸上 280 


